
令和 5年（行ツ）第 3号等

選挙無効請求事件

判決理由骨子

令和4年 7月10日に行われた参議院議員通常選挙までの間、参議院議員の選挙

制度の改革につき、各会派の間で一定の議論がされたものの、較差の更なる是正の

ための法改正の見通しが立つに至っていないのはもとより、その実現に向けた具体

的な検討が進展しているともいい難い。

しかしながら、 4県2合区を導入すること等を内容とする公職選挙法の平成27 

年改正により、数十年間にもわたり 5倍前後で推移してきた選挙区間の最大較差は

3倍程度まで縮小し、最高裁平成24年 10月17日大法廷判決等で指摘された著

しい不平等状態はひとまず解消されたところ、その改正がされてから約7年間、合

区は維持され、選挙区間の最大較差は3倍程度で推移しており、有意な拡大傾向に

あるともいえない。

このような中で、立法府においては、較差の更なる是正を図る観点から、都道府

県より広域の選挙区を設けるなどの方策について議論がされてきたところであり、

こうした方策によって都道府県を各選挙区の単位とする現行の選挙制度の仕組みを

更に見直すことも考えられる。もっとも、合区の導入後に、その対象となった4県

において、投票率の低下や無効投票率の上昇が続けてみられること等を勘案する

と、有権者において、都道府県ごとに地域の実情に通じた国会議員を選出するとの

考え方がなお強く、これが選挙に対する関心や投票行動に影響を与えていることが

うかがわれる。このような状況は、都道府県を各選挙区の単位とする現行の選挙制

度の仕組みを更に見直すに当たり、代表民主制の下で国民の利害や意見を公正かつ

効果的に国政に反映させる観点から慎重に検討すべき課題があることを示唆するも

のと考えられる。加えて、立法府においては、較差の更なる是正をめぐって、参議
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院の議員定数の見直しなどの方策についても議論がされてきたが、こうした方策を

採ることにも様々な制約が想定される。

そうすると、立法府が較差の更なる是正に向けた取組を進めていくには、更に識

論を積み重ねる中で種々の方策の実効性や課題等を慎重に見極めづっ、広く国民の

理解も得ていく必要があると考えられ、合理的な成案に達するにはなお一定の時間

を要することが見込まれる。

したがって、令和4年7月10日に行われた参議院議員通常選挙当時、公職選挙

法の平成30年改正後の議員定数配分規定の下における投票価値の不均衡は、違憲

の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず、この議員定数配

分規定が憲法に違反するに至っていたということはできない。

（意見、反対意見がある。）

以上
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